
新新技技術術研研究究開開発発支支援援事事業業  
 
 
１ 補助対象者（以下の条件をいずれも満たす方が対象となります） 
①市内に事業所を有する中小企業基本法第２条第１項及び第５項に定める事業者で、製造

業・情報通信業・事業所向けサービス業（浴場、娯楽場を除く）・建設業・運送業を営み、

自ら研究・開発をしていること 
②３年以上事業を営んでいて、かつ、市内で１年以上営業していること 
③市税に未納がないこと 
④申請時から過去３年間に当該事業に係る補助金の交付を受けていないこと 
 

２ 補助対象事業（以下の条件をいずれも満たす事業が対象となります） 

①技術水準の向上及び新製品・新技術の開発にかかわる事業で、戸田市新技術研究開発支

援事業審査会が本市の産業及び経済の発展に寄与すると判断する事業（審査会での評価結

果によっては不採択となる場合があります） 
②開発等の期間が、申請時の年度から遡って３年以内のもの 
③令和９年２月末までに、新製品や新商品として完成、新技術として確立するもの 
 
３ 補助対象事業費（補助事業に要する経費） 

原材料、外注加工費、改造・移設費、機材購入費、機械等の賃借料、事務経費、調査委託

費、宣伝費、旅費、研究対価の人件費等 ※令和９年２月末までの経費を対象とします 
 
４ 補助率・補助金額 

補助対象経費（税抜き）の１／３の額の範囲内で、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額を上限として、審査会が認めた額とする。 
(1) 国内外において従来にはない新規性のある製品又は技術 ２００万円  
(2) 既存製品又は技術の改良 ５０万円 
 
５ 申請書類 

交付申請書 指定用紙（第１号様式） 

補助金等交付申請額内訳調書 指定用紙（第２号様式） 

事業計画書 指定用紙 

完納証明書 直近３ヶ月以内のもの（収納推進課） 

過年度決算書 過去３年分を添付してください 

履歴事項全部証明書 直近３ヶ月以内のもの 

～新製品開発・新技術開発を支援します（補助率 1／３、上限２００万円）～ 

令和８年度 戸田市商工業支援事業補助金 

のご案内 



６ 募集時期 

 令和８年４月１日（水）～令和８年８月３１日（月） 
募集締切り後、専門家による訪問調査を実施します（９月頃を予定）。その後、審査会にお

いてプレゼンテーションをしていただきます（１０月頃を予定）。 
申請をご検討の際は事前に経済戦略室までお問い合わせください。 
 
７ 手続きの流れ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

８ その他 

・押印が必要な書類等への押印は、法人の場合は全て代表者印でお願いします。 

・交付後５年間、市の請求により事業実施状況報告書を提出していただきます。  
・補助金の交付を受けた事業者については、事業者名、補助金交付内容について公

表させていただきます。  

交付申請書（指定様式）提出 

訪問調査 

審査会 

交付決定（または不交付決定） 

実績報告書（指定様式）提出 

報告内容の検査 

交付確定 

※必要書類を添付してください 

※専門家が市職員と共に訪問し、事業概要をお
聞きします。 

※審査会でプレゼンテーションをしていただき、
申請事業の内容、経営状況などを審査します。 

※収支計算書、事業証拠書類（請求書や領収書の
写し、人件費の根拠資料）が必要となります。 

※請求書を提出してください。 交付請求書（指定様式）提出 
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補助金の支払い 

※場合によっては現地検査を行います。 

※審査の結果によっては、減額決定や不交付決
定になる場合もあります。 

認定証の交付（交付式を開催） ※例年、翌年度に実施しています。 

研究開発の実施～完成 

※令和９年３月頃を予定。ただし、実績報告の 
時期により前後します。 

※令和９年２月末までに技術として確立、商品や
製品として完成する必要があります。 

https://www.city.toda.saitama.jp

